
資料４ 

令和５年度における手話施策推進委員会のスケジュールについて 

 

〇『みんなの手話言語条例』施行から１０年（令和６年４月）を経過するにあたり、今後の取り

組みを検討し、令和６年度当初予算に反映させていく。 

 

年月 事項 担当者 

令和５年６月中旬～下旬 令和５度第１回委員会 

（取り組み事項等の案について協議） 

各委員、事務局 

 

 

     ６月下旬～７月中旬 第１回委員会の協議を踏まえ、取りまと

め 

事務局 

 

 

     ８月中 令和５度第２回委員会 

（取組み事項の協議、決定） 

各委員、事務局 

 

 

    １０月上旬 令和５年度第３回委員会 各委員、事務局 

 

 

令和６年度当初予算要求 


